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要 旨

　再犯防止が重要な課題として認識されているわが国では，現在，更生保護の役割に大きな期待が寄せ
られていると同時に，英米における離脱研究，すなわち犯罪者が犯罪をやめるメカニズムを分析する研
究に注目が集まっている．犯罪者が遵法的な市民として社会に戻っていく過程を分析する離脱研究の知
見は，コミュニティのなかで犯罪者の円滑な社会復帰を支える制度であるわが国の更生保護の理論的基
盤となる可能性を秘めている．特に，英米において近時有力に唱えられている統合的アプローチは，犯
罪からの離脱が実現するためには，社会と犯罪者個人が相互的に変化しなければならないということを
示唆しており，統合的アプローチがめざしている社会は，わが国の更生保護が伝統的にめざしてきた「立
ち直りをみんなで支える明るい社会」と合致し得る．わが国の更生保護を再犯防止対策の要としてより
体系的・合理的な制度とするのに資するものであるのか否かを見極めるためにも，いまだ発展途上にあ
る統合的アプローチの今後の動向には，より一層の関心を払っていく必要があるだろう．
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Ⅰ は じ め に

　『平成19年版犯罪白書』により，犯罪者全体の 3

割に満たない再犯者によっておよそ 6割の犯罪が
行われているとの調査報告が示され，再犯防止対
策の重要性が指摘されてから10年が経過した．『平

成29年版犯罪白書』によれば，2016年における刑
法犯に係る検挙人員中の再犯者率は48.7％，入所
受刑者人員中の再入者率は59.5％となっているほ
か，2007年に刑務所を出所した受刑者の10年以内
再入率は46.4％となっている1）．これらのデータは，
わが国において，犯罪を行った者の多くが犯罪を
やめることができないでいるということを示して
おり，再犯防止はわが国の刑事政策の重要な課題
としてますます大きな関心を集めている．政府が
閣議決定した「再犯防止に向けた総合対策」（2012

年）と「宣言：犯罪に戻らない・戻さない～立ち
直りをみんなで支える明るい社会へ～」（2014年）
では，再犯防止対策に関する数値目標が設定され
たほか，「犯罪に強い社会の実現のための行動計画
2008」（2008年）と「『世界一安全な日本』創造戦略」
（2013年）においても再犯防止対策の重要性が強調
されている．2016年12月には，再犯防止対策を総
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合的かつ計画的に推進することを目的として「再
犯の防止等の推進に関する法律」が制定された2）．
　わが国の犯罪者処遇の基本的な目的は犯罪者を
社会へ再統合することであり，その目的を達成す
るにあたっては，伝統的に，民間の篤志家により
支えられる更生保護の制度が大きな役割を果たし
てきた．更生保護に対する期待は，再犯防止対策
の重要性が認識されるにつれてますます高まって
おり，たとえば，いわゆる入口支援や特別調整を
中心に，福祉的支援の実施や「居場所」と「仕事」
の確保のための施策が積極的に展開されている．
また，処遇プログラムを実施するにあたって科学
的・統計的なデータを重視する「証拠に基づく実
践（Evidence-Based Practice）」3）という考え方が更
生保護にもとりいれられ，更生保護を効果的な制
度にするべく，認知行動療法などの科学的な手法
を採用した専門的処遇プログラムが開発，実施さ
れている4）．このように，更生保護は，現在，再
犯防止を実現するための主要な手段として，これ
まで以上に体系的かつ合理的な制度となることが
求められている．
　ところで，かつての英米における犯罪者処遇は，
犯罪原因を除去することによって犯罪者を社会に
再統合させることができるという，医療モデルな
いし社会復帰思想にもとづいて展開されていた．
しかしながら，近時，英米においてさかんに行わ
れている，人はなぜ犯罪をやめるのか，という犯
罪からの離脱（desistance：以下，単に離脱という．）
に関する研究が示唆するところによれば，離脱の
メカニズムは犯罪原因とは関係がない可能性があ
るという5）．そのため，離脱研究は，犯罪者処遇
において，これまでとはまったく異なる新たなパ
ラダイムを生じさせるものであるとして，わが国
でも多くの研究者や実務家の関心を集めている6）．
　離脱研究は，犯罪者がどのようにして社会に戻
っていくのかを分析するものであり，その知見は，
更生保護という，コミュニティのなかで犯罪者の
円滑な社会復帰を支える制度においてこそ真価を

発揮するのではないかと思われる．本稿の主たる
目的は，再犯防止が重要な課題となっているわが
国において，英米における離脱研究が，更生保護
を体系的かつ合理的な制度とする際の基盤となる
理論を提示するものであるのか否かを検討するこ
とにある．
　英米における離脱研究では，一般に，結婚や就
職などといった社会的要因が行為者の行動を変化
させるための転換点（turning point）として認識
されている7）．とはいえ，それら社会的要因がど
のようにして離脱という現象と関連しているのか，
という離脱のメカニズムの理解に関しては，従来，
社会的要因による統制（control）を重視するアプ
ローチと，行為者の内面の変化を重視するアプロ
ーチが対立してきた8）．わが国において離脱研究
への言及がなされる場合には，後者のアプローチ
が重点的に紹介されることが多い9）が，現在，英
米では，離脱という現象を，社会的文脈（social 

context）の変化と行為者の内面の変化との相互作
用という観点から説明しようと試みる統合的なア
プローチが有力に唱えられている．離脱研究は，
社会的要因の分析というミクロな視点から，社会
的文脈と行為者の関係の分析というダイナミック
な視点へと移行しており，この動向こそが，更生
保護における離脱研究の可能性を検討するうえで
重要であるように思われる．
　そこで本稿では，まず，従来の離脱研究におけ
る二つのアプローチについて，それぞれの内容と
それらの相違点を概観する（Ⅱ）．次に，それら対
立するアプローチを統合して離脱のメカニズムを
説明するアプローチの内容について概観する（Ⅲ）．
そして最後に，その統合的アプローチが，わが国
の更生保護にとってどのような可能性をもつもの
であるのかを検討する（Ⅳ）．以上の検討を行うこ
とによって，本稿は，離脱研究，とりわけ統合的
アプローチが，わが国の更生保護の基盤となる理
論を提示する可能性を秘めたものであるというこ
とを指摘する．



191山梨：犯罪からの離脱のメカニズム

　なお，本稿において離脱は過程（process）とし
て理解され，出来事（event）としての終結
（termination）や停止（cessation）とは概念として
区別される10）．それゆえ，本稿では，犯罪をやめ
る，という意思決定そのものを問題にする合理的
選択理論については言及しない11）．

Ⅱ 社会的要因と離脱―統制か内面の 
変化か―

　英米において離脱研究が推進された主たる理由
は，非行少年に対する長期追跡調査が頻繁に実施
されたことに求められる12）．すなわち，同一の非
行少年の一群に対して数十年の長期間にわたり行
われた追跡調査は，第一に，犯罪の年齢分布は，
年代や国と地域を問わず，十代の中頃にピークを
むかえ，その後，加齢とともに減少していくとい
う「年齢・犯罪曲線（age-crime curve）」の存在
を示し，非行少年の多くが犯罪から離脱している
という事実を統計的に明らかにした13）．第二に，
長期追跡調査では，犯罪の開始（onset），持続
（duration），離脱（desistance）により構成される
「犯罪キャリア（criminal career）」に注目が集ま
り14），そこでは，犯罪者がなぜ犯罪キャリアに足
を踏み入れたのか，という問いとともに，一度犯
罪キャリアに足を踏み入れた者がなぜ犯罪キャリ
アから離脱するのか，という問いが提起されたの
である15）．
　加齢とともに生じる離脱は，一部の論者によれ
ば，成熟16）や容赦ない加齢に伴う犯罪の衰退17）と
いう生物学的な現象として理解される．この立場
によれば，年齢は，他の要因を介在することなく
行為者に影響を与える直接的な要因となる18）．と
はいえ，長期追跡調査は，結婚や就職といった，
年齢を重ねるにつれて生じるいくつかの社会的要
因と離脱との間に少なからぬ関係性を見出すもの
であった．さらに，長期追跡調査を通して，対象
者が自分の経験を自分の言葉で語ったナラティヴ
（narrative）が蓄積されたことにより，離脱につい

て，内面の変化という行為者の主観的な変化まで
もが見出されるようになった．このようにして，
離脱している者の間には，社会的要因との接触と
いう客観的な変化と行為者の内面の変化という主
観的な変化の双方がみられるとの認識が広まるこ
ととなった19）．しかしながら，離脱のメカニズム
の説明は，客観的な変化に重点をおくか，主観的
な変化に重点をおくかによって，その意味すると
ころが大きく異なっている．本章では，それぞれ
のアプローチの内容を順に概観し，その相違点を
確認することとする．

1．社会的要因による統制
　社会的要因と離脱の関係を，社会的要因による
統制という観点から分析するアプローチをとる論
者の主張によれば，離脱の過程は，行為者の内面
が変化するか否かに関係なく，転換点としての社
会的要因により開始される20）．このような社会的
要因としては，結婚や就職のほか，子どもを授か
ることや軍隊への入隊といったことも指摘される21）

が，重要なのは，これらの社会的要因によって行
為者が統制されるということである．このアプロ
ーチによれば，離脱のメカニズムは以下のように
説明される．
　ライフ・イベントが発生することにより，行為
者は新たに自分の時間やエネルギーを費やすべき
人や仕事を手に入れる．行為者が実際に自分の時
間や金銭，労力をそれら社会資本（social capital）
に投資することによって，彼らのライフ・スタイ
ルは，たとえば，家族志向あるいは仕事志向のも
のへと変化し，その結果として，行為者と配偶者
や職場の人々との間に相互依存関係が形成され
る22）．他方，ライフ・スタイルの変化により遵法
的な人々とのネットワークが構築され，それに対
する依存度が高まっていくと，友人との相互作用
が減り，非行や犯罪を行う同輩たちとの接触は，
遵法的な人々との接触にとって代わられていく23）．
社会資本への投資を始めた行為者は，まさに，遵
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法的な行動へと彼らを方向付ける「分化的接触
（differential association）」24）を経て犯罪への機会と
動機を減少させるのである．同輩との接触が減る
ことで，家族や仕事を中心とする行為者の活動は
ますます構造化され，彼らの日々の活動は，家族
や仕事によってあらかじめ規定された日常的活動
（routine activity）となり，行為者は，家族や仕事
による直接的な統制を受けることになる25）．
　Sampsonと Laubによれば，行為者がライフ・
イベントを契機にして社会資本への投資を積極的
に行うことによって形成されるものこそが「社会
的絆（social bond）」26）であり，社会資本との間の
絆を強化することによって，行為者は，一度足を
踏み入れた犯罪キャリアからの離脱を達成するこ
とができるという．このように考えると，離脱の
過程が開始されるには，何よりも，行為者が社会
資本との間の絆を強化することが必要となってく
る．しかしながら，このような，社会資本への投
資により行為者が統制され，そのことにより離脱
が可能になるという理解は，わが国でも従前より
指摘されてきたところであり27），それだけでは，
このアプローチが新たな視点を提供しているとは
いえない．このアプローチを理解するにあたって
重要なのは，離脱する行為者の捉え方である．
Sampsonと Laubによれば，離脱は，社会資本と
の絆を強化した結果生じる日常的社会統制
（informal social control）によって達成されるもの
であり，行為者の意識的ないし意図的な努力を必
ずしも要しない，必然的に（by default）発生する
現象となる28）．この理解を前提とすれば，行為者
は，離脱する主体ではなく，離脱させられる客体
ということになろう．離脱に際して重要なのは行
為者と社会的要因との間に強固な絆が発生するこ
とであり，行為者の内面が変化することではない
ということになる．
　とはいえ，Sampsonと Laubによれば，社会的
要因が行為者を統制するのは，行為者が社会資本
に積極的に投資を行うからであり，行為者は，単

に社会的要因と接触することによって統制される
わけではないことになる．重要なのは，社会資本
に行為者が投資をするようになることであるが，
Giordanoらはこの点につき，社会資本への投資は，
行為者の内面に変化が生じたときにはじめて実行
されると主張している29）．同様に，Marunaは，「家
族や仕事，年齢，時間が，内面において変化する
ための個人的な努力をしていない者を変えること
はできない」30）と主張する．すなわち，Giordanoら
とMarunaは，離脱という現象を理解するにあた
っては，社会的要因の外在的な力ではなく，行為
者の内面の変化にこそ着目するべきであると指摘
しているのである．そこで，次に，離脱のメカニ
ズムについて行為者の内面の変化という観点から
分析するアプローチについて概観することとする．

2．アイデンティティの再構築
　社会的要因は，たしかに行為者を統制し，その
行動，ひいてはライフ・スタイルを変化させる傾
向にある．しかし，Giordanoらは，そのような客
観的な変化は，それ自体が離脱のメカニズムの中
心として理解されるべきものではなく，より大き
なメカニズムの一部として概念化されるべきもの
であると主張する31）．たとえ社会資本への投資に
より生じる日常的社会統制が行為者の行動を変化
させるのだとしても，離脱のメカニズムの中心に
据えられるべきは，Giordanoらの信ずるところに
よれば，遵法的な人々との接触を選択するように
なり，あるいは，行為を選択するうえで家族とい
う考慮要素の優先度を高くするようになる行為者
の内面の変化であるということになる32）．
　離脱の文脈において語られる行為者の内面の変
化とは，他者および自己に対する認知の変化を指
し，遵法的な市民としてのアイデンティティを行
為者自身が獲得することを意味している33）．そも
そも犯罪者とは，Lemertによれば，社会からの烙
印付け（stigma）を経験することによって，次第
に犯罪者としてのアイデンティティを内在化して
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いった存在であるという34）．行為者の内面に内在
化された犯罪者としてのアイデンティティは，行
為者から遵法的な活動への参加の機会を奪い，犯
罪キャリアを長期化させ，そこからの離脱をより
一層困難にする．このことを前提とすれば，行為
者が犯罪から離脱して遵法的な社会生活を送るこ
とができるようになるためには，VeyseyとChristian

によれば，「社会的に受け入れられる役割を積極的
に手に入れ，スティグマが目立たないようにして，
個人的なアイデンティティ変容に取り組むことが
必要である」35）ということになる．
　このような理解のもとでは，社会的要因との接
触は，犯罪者として内在化されたアイデンティテ
ィを遵法的な市民としてのアイデンティティへと
再構築するための契機あるいはその結果というこ
とになる．結婚や就職などの社会的要因が提供す
る遵法的な経験や遵法的な他者との接触は離脱の
過程において欠かせないものではあるが，それは，
それらが行為者を統制するからではなく，行為者
による遵法的な市民としてのアイデンティティの
内在化を強化するからである36）．社会的要因との
接触は，たしかに犯罪キャリアを一時的に停止さ
せることがあるが，たとえそうだとしても，離脱
という長期的な現象を社会的要因のもつ外在的な
効果のみで捉えようとするのは極めて表面的な理
解なのである．GiordanoらやMarunaが指摘する
ところによれば，社会的要因と離脱との間には直
接的な関係はない可能性があり37），長期的な離脱
のメカニズムを考察する場合には，アイデンティ
ティの再構築という行為者の内面の変化が無視で
きないということになる38）．このアプローチによ
れば，離脱は，行為者自身によるアイデンティティ
の再構築という，極めて主体的な行為なのである39）．
　このような，離脱を行為者による主体的な行為
とする理解は，必然的に，犯罪者を処遇の主体と
して位置づけることを要請する40）．この理論的要
請は，ダルクやセカンドチャンス！などの自助グ
ループの実践と活用だけでなく，矯正処遇におけ

る犯罪者の自律性を重視する見解41）を支えるもの
であるほか，犯罪者に対する福祉的支援が一定の
強制力をもつことにより生じる「福祉の司法化」42）

などの問題点を鮮明にするものであり，行為者の
内面の変化を重視するアプローチは，わが国にお
いても十分に注目に値しよう．とはいえ，このア
プローチは，あくまでも離脱する主体的な個人を
描きだすものであり，そこでは，「教育訓練を受け
た諸個人が責任をもって向社会的な自己アイデン
ティティを不断に表明 /実践し続けることが求め
られている」43）ということを忘れてはならない．
Marunaと LeBelは，犯罪者の社会への再統合に
関する議論には，「再統合のプロセスとは『悪い』
個人を取り上げて『善い』社会に再統合すること
であるという前提が基本的に存在している」44）とい
うことを指摘しているが，そのような前提のもと
で行為者による主体的な内面の変化を強調するこ
とは，「悪い」行為者個人を離脱の一方的な責任主
体としてみなすことにつながってしまいかねない
のである．このような理解のもとでは，社会は「善
い」ものであるのだから変化する必要はなく，「門
番役」として，実際に変化した行為者のみを社会
の一員として承認し，支援するにすぎないことと
なる45）．そのような，行為者個人にのみ変化を求
め，変化した者のみを許す社会においては，意図
的に変化しようとしない者と，何らかの理由によ
り変化できない者は一方的に排除されてしまいか
ねない．このアプローチを理解するにあたっては，
行為者の主体性を重んじる考え方により行為者個
人が離脱の一方的な責任主体とされ，その結果，
変化しない個人と変化できない個人のアイデンテ
ィティが社会によって価値の低いものとされて排
除されるばかりか，そのような排除の責任までも
が過剰に行為者個人に帰せられてしまうおそれが
あるという点に注意しなければならない46）．
　ここまでみたように，従来の英米における離脱
研究は，大きく二つのアプローチに大別され，一
方は行為者を統制するという社会的要因がもつ外
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在的な力に注目し，もう一方は行為者の内面の変
化に注目している．離脱という現象の分析にみら
れるこのような差異は，離脱する行為者を，統制
される客体としてみるか，内面を変化させる主体
としてみるかという行為者像の差異に直結してお
り，これらのアプローチは対立するものとして描
かれてきた．しかし，離脱という現象が発生する
にあたって客観的な変化と主観的な変化の双方が
みられるのであれば，そのどちらか一方を重視す
るというアプローチだけではなく，そのどちらを
も重視するというアプローチも考えられるのでは
ないだろうか47）．このような観点から，英米では
現在，離脱研究において対立する二つのアプロー
チを統合し，よりマクロな視点から離脱のメカニ
ズムを説明しようとする，統合モデルの構築をめ
ざすアプローチが有力に主張されている．この統
合的アプローチは，従来の対立するアプローチが
もつそれぞれの欠点，つまり，行為者を客体とみ
なしてしまう点と行為者を一方的な責任主体とす
ることを否定しきれない点のどちらをも克服する
アプローチになる可能性を秘めている．

Ⅲ 社会的文脈と離脱―統合的アプローチ―

　これまでみてきたように，従来の離脱研究にみ
られる二つのアプローチは，行為者を，社会的要
因により統制される客体として理解するのか，そ
れとも自身の内面を変化させる主体として理解す
るのかという点で大きく異なるものであり，それ
らの論争は対立的に描かれていた48）．しかし，近
時，この対立を越え，両アプローチをよりマクロ
な視点で統合するアプローチが主張されている．
このアプローチによれば，離脱のメカニズムは，
社会的文脈とそれに対する認識の変化の相互作用
という観点から説明されることになる．

1．社会的文脈と行為
　MarunaやGiordanoらのように，行為者を主体
的な存在として捉え，意思決定にいたるまでの内

面の動向に着目することによって行為の本質を探
ろうとする立場を志向するとしても，かつて，
MertonやClowardとOhlinなどが示唆していたよ
うに，人々の行為を理解するにあたっては，社会
階級などの行為者がおかれた社会的文脈を考慮に
いれる必要がある49）．行為者がなんらかの意思決
定を行ったからといって，現実にそれに従って行
動できるかどうかは環境に左右されるし，そもそ
も，意思決定それ自体が，環境によって行為者の
認識していないうちに制約されていても不思議で
はない50）．Giordanoらは，アイデンティティの再
構築といった内面の変化が離脱にとって重要であ
るとしても，貧困や差別などのハンディキャップ
の程度が高い場合には，遵法的な市民としてのア
イデンティティを構築することも，それに則って
行動することも困難を極めると指摘している51）．
このような観点からすれば，行為とは，個人ない
し個人の能力のみに左右されるものではなく，社
会的文脈の影響を受けて形作られるものであると
いうことになる52）．
　社会的文脈は，Bottoms らによれば，構造
（structure），文化・慣習（culture/habitus），状況
的文脈（situational context）により構成されるこ
とになる53）．すなわち，行為者がおかれている社
会的文脈を理解するためには，ある行為を可能に
する，あるいは，制限するような社会のマクロな
構造と，特定のグループにおいて共有されている
前提，信念，行動パターン，適切とされる振る舞い
方などの価値観，そして特定の行為を生み出す具体
的な状況についての分析が欠かせないのである54）．
　しかしながら，行為は社会的文脈によって完全
に規定されているわけではない．社会的文脈はた
しかに行為に先行して存在するものではあるが，
それは，行為者が社会的文脈をどのように認識す
るかについてまで規定するものではない．Maruna

が指摘しているように，「離脱している元犯罪者
は，さもなければ恥で満たされていたはずの過去
に，意味を見出し」ていることがある55）．このよ
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うに，行為者は，自分の意思ではその本質を左右
することができない過去や構造，共有されている
価値観に対しても，その認識を改めることが可能
である．犯罪者としてのアイデンティティを前向
きに捉えなおし，遵法的なアイデンティティを再
構築する者がいるように，自らのおかれた社会的
文脈に対する認識を改めることで，行為者は，社
会的文脈により課されていた制限を克服し，新た
な行為を選択することが可能になる．行為者の選
択の指針となっているのは，自身をとりまく社会
的文脈に対する認識であり，その社会的文脈がど
のようなもので，どのように価値付けられるもの
であるのかについての認識を改めることで，行為
者のとりうる行為は変化するのである56）．このよ
うに，社会的文脈は行為を規定しているだけでは
なく，行為者の認識と行為によりその内容を再構
築されることになる57）．
　このような理解を前提とすれば，社会的文脈と
行為者の内面はコインの表と裏の関係となり，離
脱もまた，それらの相互作用によって生じるもの
であるとされることになる58）．従来，離脱のメカ
ニズムについて対立構造にあった，社会的要因に
よる統制を重視するアプローチと行為者の内面の
変化を重視するアプローチは，こうして，社会的
要因を含む社会的文脈とそれに対する認識の変化
の相互作用を重視するアプローチとして統合され
るようになる．次節では，Farrallを中心に構築さ
れている離脱のメカニズムに関する統合モデルに
ついて概観し，統合モデルが離脱という現象をど
のように理解しようとしているのかをみていくこ
とにする．

2．統合モデル
　Farrallらは，離脱のメカニズムを説明するにあ
たって，まず，経済情勢や文化的・社会的価値観
などにみられるマクロな構造の変化が離脱に与え
る影響を説明することから始め，ついで，人種，
民族，ジェンダーなどの個々人がもって生まれた

特徴と過去の犯罪経歴の質と長さが離脱に与える
影響について言及した後，行為者の社会的文脈に
対する認識やアイデンティティの変化により行為
者が直面する状況的文脈が変化し，もって離脱が
達成されると主張している59）．このモデルでは，
合法的なアイデンティティの利用可能性（availability 

of legitimate identities）60）の存否が問題とされ，離
脱が成功するためには，社会が行為者を遵法的な
社会経済生活から排除していないということと同
時に，行為者が自分をとりまく社会的文脈を正確
に認識しているということが求められる．
　まず，離脱に影響を与えるマクロな構造の変化
として，Farrallらは，特に経済情勢の変化や女性
の権利および地位の向上が与える影響を強調して
いる．たとえば，景気の低迷は，雇用の機会を大
きく減らすだけではなく，家族による日常的社会
統制の形成を阻害する要因となる61）．また，英国
をはじめとするヨーロッパ諸国では，過去30年の
間に，製造業などの，生産現場での労働を中心と
する職種であるいわゆるブルー・カラーの雇用が
減少し，金融業などの，いわゆるホワイト・カラ
ーの雇用が増加したが，Farrallらの分析によれば，
このような経済構造の変化は，十分な教育を受け
ていないことが多い元犯罪者にとっては，離脱の
ための合法的で利用可能な選択肢が限定されたと
いうことを意味しているという62）．なぜなら，ホ
ワイト・カラーは，一般的に，一定の学歴あるい
はそれに相当するスキルを要求するものであり，
そのような職種がブルー・カラーにとってかわっ
ているという状況は，ホワイト・カラーの要求す
る学歴やスキルを有していないことが多い元犯罪
者が定職に就く機会を減少させるものだからであ
る．また，Farrallらが明らかにしたところによれ
ば，19世紀のような，国家による福祉が充実して
おらず，「妻」に対し，給与の支払われない家庭内
の使用人および子守役という役割が一方的にあて
がわれていた時代には，結婚は，元犯罪者である
夫の離脱を促進できていなかったという63）．この
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ような時代においては，結婚は，少なくとも男性
にとっては，経済的な必要性によってなされるも
のであり，妻に対する夫のアタッチメントは弱い
ものであったのである64）．また，この時代，女性
は，経済市場へのアクセスを制限されていたため
に自立した生活を送ることが困難であったほか，
自分の財産を自分で管理することすら認められて
おらず，夫の行動を統制することも，それに影響
を与えることもほとんどできていなかった．20世
紀中頃から，このような状況に対する異議申し立
てが行われ，参政権の獲得をはじめとする男女同
権が徐々に実現されていくことになったが，Farrall

らによれば，このことにより，女性は使用人や子
守役という役割から解放され，夫や家族に対して
影響力を行使することができるようになり，その
結果，配偶者へのアタッチメントや配偶者による
統制を介した結婚による離脱が可能になったとい
う65）．このように，マクロな構造の変化は，離脱
に関連する社会的要因の利用可能性および社会的
要因に対する認識を変化させることで離脱に影響
を与えていることになる．
　次にFarrallらは，離脱に影響を与えるものとし
て，行為者の人種，民族，ジェンダーなどのグル
ープをあげる．人種と犯罪の関係について，
SutherlandとCresseyは次のように説明している66）．

　第一に，ある特定の人種に属する者は，一定
の特徴の遺伝のために，ある一定の社会的・経
済的水準のもとで生活しなければならず，こう
してばあいによっては，一定の犯罪的行動型が
非常な頻度と強度でぶつかって来るような状況
に投げ込まれるのである．（中略）．第二に，あ
る一つの人種が一定の地域に閉じこめられると，
その人種に属する者は，その地域の特色になっ
ている諸々の伝統から逃れることが難しくなる．

　この説明が示唆しているように，行為者は，あ
る種の社会的作用によって社会経済生活を規定さ

れてしまうことがある．民族やジェンダーについ
てみても，たとえば，それらが雇用やキャリア・
アップの機会に影響を与える場合があることは想
像に難くない．そして，このように社会経済的な
結果と機会が人種，民族，ジェンダーなどによっ
て影響を受けるのであれば，Farrallらは，離脱の
観点からみたとき，同様の結果が予期されると指
摘する67）．同様に，Calverleyもまた，英国で移民
として生活しているバングラディッシュ人の多く
は，経済的にも社会的にも排除されているにもか
かわらず，家族との相互的かつ強固なアタッチメ
ントや善きムスリム（good Muslim）としての宗
教的なアイデンティティの獲得によって離脱して
いたということを指摘している68）．また，Giordano

らは，特に結婚という社会的要因に注目した場合，
女性は，配偶者へのアタッチメントが弱い場合で
あっても，妻や母親としての役割を受け入れて安
定や遵法的なライフ・スタイルを手に入れようと
するなどの，男性にはみられない消極的な内面の
変化を示す場合があるということを指摘してい
る69）．このように，人種，民族，ジェンダーは，離
脱のあり方に少なからぬ影響を与えている可能性
があり，このことは，とりわけ，いわゆるマイノリ
ティとされる人々の間には，彼らに独特の離脱の
メカニズムが存在していることを示唆している70）．
　さらに，行為者の犯罪キャリアの質と長さもま
た，離脱に影響を与える．犯罪を複数回にわたっ
て行ったために遵法的な家族や友人との絆が崩壊
してしまったような場合には，そうでない場合よ
りも離脱のために多くの努力が必要になる．Farrall

らは，犯罪キャリアの質と長さは，人種，民族，
ジェンダーのような特徴と同じように，「個人の過
去に根ざすものであるが，とはいえ，現在の関係
性と行動に影響を与え，そして，個人の将来のア
イデンティティに対して多くを示唆するものであ
る」71）と主張している．
　そして，このように，マクロな構造の変化と個
人の過去に根ざす特徴の数々が離脱に対して影響
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することを前提に，Farralらは，状況的文脈と行
為者の内面の変化を重視する．まず，状況的文脈
について，Farrallらは，Sampsonと Laubのよう
に，離脱を，これ以上犯罪を行わないということ
にとどまらず，それまでとは異なる一連のルーテ
ィーンをとりいれることであるとしたうえで，そ
のようなルーティーンにより，行為者がそれまで
とはまったく異なる場所（place）に出入りするこ
とになるという点を強調する72）．Farrallらによれ
ば，場所には，離脱にとって否定的な場所，離脱
にとって肯定的な場所，そのどちらでもない場所
の三種類が存在するのであるが，ここで重要なの
は，ある場所がいずれの性格を有するかは，そこ
に出入りする人々によって決せられるということ
である73）．すなわち，ルーティーンにより出入り
することになる場所が遵法的な人々によって構成
されているならば，その場所は離脱にとって肯定
的な場所となり，そこに出入りする行為者の離脱
は容易に実現されることになる．従来，場所は犯
罪を発生させる条件として描かれてきた74）が，同
様に，離脱を発生させる条件としても観念できる
のである75）．
　離脱が継続するためには，離脱にとって肯定的
な場所に出入りすることが重要であるが，それと
同時に，それまで出入りしていた否定的な場所を
避けるようにすることも重要であるということを
忘れてはならない．かつて出入りしていた場所を
捨て，新たな場所に出入りするようになることは，
成熟や老いの結果という側面はあるものの76），
Farrallらが着目するのは，考えを改め，かつての
場所で「悪い（wrong）」仲間と一緒にいることを
不快であると感じるようになる行為者の内面の変
化である77）．Giordanoらによれば，離脱は，怒り，
興奮，悲しみ，愛情などの感情を社会的に容認さ
れるような方法で規律および管理することで促進
され，そのような感情の変化は，最終的に，社会
的文脈に対する意味づけの変化に関連するとい
う78）．このような感情の規律および管理は，現に

それを行っている人々との接触によって学習され
るものであり79），そのような人々との接触により
感情が変化し始め，離脱を促進してくれる存在で
ある人々と彼らが出入りする場所に対する肯定的
な意味づけがなされる．このような過程のなかで，
その場所を中心とするルーティーンが強化され，
彼らとその場所はさらに離脱を促進する文脈へと
強化される．このように，離脱は，ミクロな視点
では，状況的文脈が行為者に対して与える影響と，
それに対する行為者の認識の変化ないし強化が状
況的文脈に与える影響の相互作用によって促進さ
れるのである．
　とはいえ，Farrallらは，離脱に対して前向きに
なった者が歩むであろう実現可能で現実的な道筋
が存在しない，あるいは，妨害されている場合に
は，どれだけつよく彼らが希望を感じていようと
も，離脱は失敗してしまうおそれがあるというこ
とを指摘している80）．すでに言及したように，景
気の変動や経済構造の変化などのマクロな構造の
変化は，離脱を促進するルーティーンの形成に大
きな影響を与えるものであるほか，人種，民族，
ジェンダー，犯罪キャリアの質と長さといった，
行為者の生まれもった特徴や過去に根ざす特徴が
離脱を困難にする方向に作用する可能性は決して
低くない．離脱を確実なものにするためには，女
性の権利向上のような，状況的文脈と行為者の認
識の変化の相互作用を支えるようなマクロな構造
の変化と，それに対する行為者の認識の変化が必
要不可欠となる．このように，統合モデルでは，
離脱は，社会的文脈（そこでは，マクロな構造の
変化や行為者の生まれもった特徴や犯罪キャリア
の質と長さに影響されながら状況的文脈が変化し
ている）と，それに対する認識の変化ないし強化
の相互作用によって生じる現象ということになる．
　統合モデルの特徴は，社会的文脈と行為者の認
識の変化を相互に作用する関係にあると捉える点
にあるが，これは，行為者個人が社会的文脈に対
する認識を変化させることの重要性を説く一方で，
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犯罪者個人の変化とは独立して社会も変化しなけ
ればならない81）ということを論理的帰結としてつ
よく示唆している82）．ここでは，行為者は社会的
文脈に影響される客体であると同時に，社会的文
脈に影響を与える主体として把握される．このよ
うな理解により，統合モデルは，社会的要因によ
る統制を重視するアプローチと，行為者の内面の
変化を重視するアプローチ双方の利点を活かしつ
つ，それぞれの欠点を補うことが可能になってい
る．統合的アプローチの意義は，それが，このよ
うな，離脱を社会の変化と個人の変化の相互作用
による現象として説明する統合モデルを構築する
ことによって，離脱を実現するためには社会と個
人の双方が変化しなければならないということを
理論的に示すことをめざしているという点に見出
せる．
　では，このような統合的アプローチは，わが国
の更生保護にどのような示唆を与えることができ
るのであろうか．本稿では最後に，この点につき
検討を加え，離脱研究，特に統合的アプローチが，
わが国の更生保護を支える重要な理論を提供し得
るということを指摘する．

Ⅳ 更生保護における統合的アプローチの可能性

　以上みてきたように，英米の離脱研究において
構築されつつある統合モデルは，離脱する行為者
を，社会的文脈との相互作用のなかに位置づける．
離脱は，社会的要因との接触によって当然に発生
するものでも，行為者の内面の変化のみによって
変化するものでもない．それは，社会と行為者の
双方が変化することによって実現される現象であ
る．そして，離脱のメカニズムをこのように説明
しようと試みている統合モデルは，更生保護とい
う，地域住民が犯罪者の円滑な社会復帰を支える
わが国の制度に対して有用な理論的基盤を与え得
るものであるように思われる．
　わが国の更生保護は，金原明善を中心とする民
間篤志家の慈善活動として確立された後，今日に

いたるまで，民間篤志家の日々の実践により支え
られてきた83）．なかでも保護司は，保護観察官と
協働で犯罪者の処遇を担当する重要な存在である．
保護司の役割としては，保護観察官の圧倒的な人
員不足を補うという量的な側面も否定できない84）

が，一般的にはそれよりも，保護観察官にはない
民間性と地域性という特性を活かした処遇を行う
という質的な側面が強調される85）．保護司の民間
性と地域性とは，それぞれ，「保護司が無給の民間
人であることから，非官僚的立場で対象者等と人
間関係を作りやすいこと」86）と「地域定住者である
ために，対象者や地域社会に関する情報が多く，
接触・交流・社会資源の活用・影響力の行使が容
易であること」87）を意味しているとされる88）．すな
わち，保護司には，犯罪者と同じ地域住民として
対等な目線で接することや，協力雇用主などの地
域のネットワークを活用することなどを通して犯
罪者の社会復帰を後押しするという役割が期待さ
れているのである．このことからもわかるように，
わが国の更生保護は，犯罪者の円滑な社会復帰を
支える役割を，究極的には地域住民に託している
といってよい89）．「宣言：犯罪に戻らない・戻さな
い～立ち直りをみんなで支える明るい社会へ～」
において示されている「立ち直りをみんなで支え
る明るい社会」とは，犯罪者が離脱のための努力
を怠らない一方で，地域住民が彼らを自然に受け
入れることができるような社会のことであるが，
このような社会はまさに，わが国の更生保護がめ
ざしてきたものであるといえよう．
　同宣言でも指摘されている90）ように，現在，更
生保護には，再犯防止対策の要として，特に犯罪
者の就労の機会と住居の確保という役割が期待さ
れている．『平成24年版犯罪白書』が示しているよ
うに，職に就いていないことと住居がないことが
再犯を誘発する要因であることは統計的にも明ら
かであり，現在，刑務所出所者などに対する就労
支援や住居確保のための取組が多機関連携のもと
で積極的に展開されている91）．また，福祉的な支
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援により再犯を免れることができると思料される
者に対しては，起訴猶予あるいは執行猶予による
ダイヴァージョンに福祉的支援を付随させる入口
支援が行われるケースが増えている92）．わが国で
は現在，これらの取組を通して，犯罪者が社会の
なかで孤立することなく「居場所」と「仕事」を
手に入れることが期待されているのである．しか
し，犯罪者が「居場所」と「仕事」を確保するた
めの取組は，単に物理的，一方的に「居場所」と
「仕事」を彼らに与えるだけの取組となってはなら
ない．それは，英米の福祉国家における犯罪者処
遇が衰退した歴史的経緯からも明らかである．
　1960年代までの英米の犯罪者処遇は，医療モデ
ルないし社会復帰思想に支えられたものであった．
そこでは，犯罪は病気のアナロジーとして理解さ
れ，犯罪者処遇は，犯罪の原因を除去することに
よる犯罪者の「治療」と位置づけられていた93）．
これと時をおなじくして，シカゴ学派をはじめと
する伝統的な犯罪学は，犯罪の原因を貧困や階級
格差などの社会的不正義に求めており，医療モデ
ルと伝統的犯罪学の組み合わせにより示される，
犯罪者が苦しめられている社会的不正義の除去に
よる犯罪者の犯罪性の除去，という公式は，国家
による福祉の拡充をめざす当時の福祉国家アジェ
ンダとつよく結びついた．福祉国家は，社会的不
正義を解消するために犯罪者に資源や手段を与え
たが，その結果として，犯罪者を社会から排除せ
ずにむしろ社会のなかにとりこむ「包摂型社会
（inclusive society）」94）を作りあげたのであった．
「包摂型社会」は近代社会を特徴づけるほどの大き
な社会構想であったが，しかしながら，時代の推
移とともに限界に達していった．Youngは，1960

年代の英米の社会を次のように描写する95）．

　当時，生活水準は史上最高の水準にもかかわ
らず，犯罪の方は増加していた．そのため，社
会的実証主義において広く信じられていた「犯
罪は劣悪な社会的条件から生じる」という理論

では，もはや犯罪を説明することができなくな
っていた．

　さらに，このような状況に加え，いわゆる
Martinsonレポートが，それまでに実施されてい
た種々の社会復帰プログラムについて「効果がな
い（nothing works）」と結論付けた96）こととあい
まって，福祉国家における医療モデルにもとづい
た犯罪者処遇は衰退を余儀なくされた．しかし，
医療モデルの衰退を決定づけたのは，人々がこれ
らの統計的なデータを受け入れることを容易にし
た社会状況にある．すなわち，Youngによれば，
福祉国家における「包摂」とは，結局のところ，
伝統的犯罪学が示す犯罪原因を除去することによ
って犯罪者を「われわれ」と同化させるというこ
とを意味していた97）ところ，そのような，変化の
対象と内容を一方的におしつけるかたちでの犯罪
者処遇は，価値観が多元化し，多様性に対する意
識が高まり始めた1960年代以降の社会において，
次第にコンセンサスを得ることができなくなった
のである98）．犯罪者の「居場所」と「出番」を確
保するための取組が，「居場所」と「出番」が存在
しないという再犯の「原因」を除去することを目
的にして一方的に実施されてしまえば，わが国も，
英米における福祉国家と同じ轍を踏むことになり
かねない99）．
　このような文脈において，犯罪原因と離脱は関
連するものではないという可能性を示唆する離脱
研究，とりわけ統合モデルは極めて重要な意味を
もってくるように思われる．犯罪者と非・犯罪者
の比較を行っていた伝統的犯罪学とは異なり，離
脱研究は，犯罪を行った者が犯罪をやめるまでの
過程を分析することで，離脱という現象の分析を
行っている．すなわち，離脱研究は，犯罪者と非・
犯罪者はどのような点において異なるのかという
視点ではなく，犯罪を行ってから離脱するまでの
間に，犯罪者にどのような変化が起こったのか，
という視点で行われている．それゆえ，離脱研究
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は，犯罪性がどのように形成されるのかというこ
とに言及することなく，すでに確立された犯罪性
が除去されるメカニズムを提示することを可能に
した．離脱研究が示唆するところによれば，「居場
所」と「仕事」という社会的要因は，犯罪者と「わ
れわれ」との間の相違点を解消するものとして意
味をもつのではなく，犯罪者が，犯罪者という過
去の存在から遵法的な市民という将来の存在へと
変化するのを支えるものとして意味をもつことに
なる．それにとどまらず，統合モデルは，行為者
と社会的文脈が相互に作用する関係であることを
強調し，離脱が成功するためには，犯罪者個人が
変化するだけでは足りず，社会もまた，離脱を支
えるように変化しなければならないということを
論理的帰結としてつよく示唆している．統合モデ
ルによれば，犯罪者が離脱するために必要なのは，
一方的な同化，すなわち，彼らを「われわれ」と
同じ存在となるように変化させることではなく，
彼らと「われわれ」の双方が変化することである．
そして，そのような変化が絶えず行われる社会は，
まさに，わが国の更生保護がめざす「立ち直りを
みんなで支える明るい社会」と合致し得るように
思われる．「立ち直りをみんなで支える明るい社
会」もまた，犯罪者と社会の双方向の変化を前提
としているからである．統合モデルは，再犯防止
対策の要として今後ますます発展していくであろ
うわが国の更生保護が，かつての英米の福祉国家
においてみられた「包摂型社会」を構築すること
を避けながら，体系的かつ合理的に「立ち直りを
みんなで支える明るい社会」を構築し続けるため
の重要な理論的基盤となる可能性を秘めているの
ではないだろうか100）．

Ⅴ お わ り に

　本稿は，再犯防止対策が喫緊の課題として認識
されているわが国において，犯罪者を社会へ円滑
に再統合するための制度である更生保護がより体
系的かつ合理的な制度へとなることが求められて

いるということに鑑み，犯罪者がどのように社会
に戻っていくのかを分析する英米の離脱研究の知
見が更生保護の理論的基盤となり得るのか否かを
検討した．
　英米における離脱研究は，従来，離脱する行為
者を社会的要因により統制される客体としてみる
アプローチと，自己の内面を変化させる主体とし
てみるアプローチが対立してきた．それらのアプ
ローチはどちらも，利点と欠点を有していたとこ
ろ，現在では，二つのアプローチを統合し，それ
ぞれの利点を活かしつつ，欠点を補うことができ
る統合モデルが構築されつつある．統合モデルに
よれば，離脱する行為者は，社会的文脈に影響さ
れる客体であると同時に，社会的文脈に影響する
主体として理解される．このような理解により，
統合的アプローチは，その論理的帰結として，離
脱を実現するためには，行為者個人の変化と社会
的文脈の変化の双方が必要であるということをめ
ざしている．
　統合モデルが示唆している，行為者個人と社会
的文脈がともに変化することで離脱を実現する社
会は，犯罪者の円滑な社会復帰を支える役目を地
域住民に託しているわが国の更生保護がめざす「立
ち直りをみんなで支える明るい社会」と合致し得
るものであるように思われる．現在の更生保護に
おいて期待が高まっている「居場所」と「仕事」
の確保のための取組は，ともすれば，英米におけ
る福祉国家にみられた，犯罪者の一方的な変化，
すなわち「われわれ」との同化を強要する「包摂
型社会」を作りあげてしまいかねない．しかし，
統合モデルを更生保護の理論的基盤とすることに
より，それを回避しながら，体系的かつ合理的に
「立ち直りをみんなで支える明るい社会」を作りあ
げることが可能になるのではないだろうか101）．
　とはいえ，統合モデルは未だ完成された理論で
あるわけではなく，以上のような分析の妥当性は，
今後の統合的アプローチの発展の仕方いかんによ
ってどのようにも変化する102）．統合モデルがわが



201山梨：犯罪からの離脱のメカニズム

国の更生保護の理論的基盤となり得るか否かを見
極めるためにも，離脱研究，とりわけ統合的アプ
ローチの研究動向には，より一層の関心を払って
いく必要があるだろう．
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